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横 浜 駅 の 北 西 側

で 、 東 急 電 鉄 、 相 鉄

が 中 心 と な り 、 高 さ

1
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ｍ 、 4
4

階 建 て の 外

国 人 向 け 超 高 層 ビ ル

が 、 ２ ０ ２ １ 年 度 完

成 予 定 で 建 設 さ れ る 。

海 外 か ら 横 浜 に 進 出

す る グ ロ ー バ ル 企 業

の 就 業 者 に と っ て 、

暮 ら し や す い 住 環 境

を 整 備 す る た め と し

て 、 ホ テ ル や 商 業 施

設 も 入 る 予 定 で あ る 。

こ の 超 高 層 ビ ル は 、

国 家 戦 略 特 区 法 に 基

づ く 全 国 初 の 「 国 家

戦 略 住 宅 整 備 事 業 」

で 、 都 市 再 生 特 区 に

加 え て 国 家 戦 略 特 区

に よ っ て 指 定 容 積 率

( 敷 地 面 積 に 対 す る

延 べ 床 面 積 の 割 合)

5
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％ の と こ ろ を 、 8
5
0

％ と 大 幅 に 容 積 率 を

緩 和 。 こ れ に よ っ て

事 業 者 の 建 設 面 積 当

た り の 土 地 代 負 担 が

大 幅 に 軽 減 さ れ る こ

と に な る 。

国 家 戦 略 特 区 法 は 、

ア ベ ノ ミ ク ス を 地 方

で 推 進 す る 法 で 、 大

企 業 の 大 も う け を 規

制 す る 仕 組 み を｢ 岩

盤 規 制｣ と 決 め 付 け 、

撤 廃 す る｢ ド リ ル の

刃｣( 安 倍 総 理) と し

て い る の だ 。

こ の ビ ル の 全 体 事

業 費 約 3
6
6

億 円 だ が 、

そ の 内 、 横 浜 市 は 約

4
5

億 円 を 補 助 金 と し

て 支 出 す る 。 そ れ に

見 合 っ た 公 益 性 が 無

け れ ば 理 屈 が 通 ら な

い 。
党 市 議 団 は 、 こ の

超 高 層 ビ ル 建 設 で 、

「 市 民 が 受 け る 恩 恵

は 何 か 」 と 市 を た だ

し た 。 都 市 整 備 局 は

「 既 存 の 道 路 を 拡 幅 」

「 交 通 広 場 の 整 備 」

な ど と 答 弁 。

し か し 、 道 路 の 拡

張 等 は ビ ル を 機 能 さ

せ る 上 で 必 須 で あ る

た め 事 業 者 負 担 が 通

常 だ 。

交 通 広 場 は 5
8
0

平 方

メ ー ト ル の 計 画 で あ

る が 、 こ の 土 地 の 価

格 の 相 場 は 高 く 見 積

も っ て も 1
5

億 円 程 度

だ 。( 党 市 議 団 の 試

算)

党 市 議 団 は 、 す で

に 事 業 に は 土 地 代 負

担 を 実 質 的 に 大 幅 に

軽 減 す る 「 容 積 率 緩

和 」 と 恩 典 が 与 え ら

れ お り 、 民 間 事 業 者

の 私 有 財 産 形 成 に ま

で 市 民 の 税 金 を 使 っ

て 補 助 金 を 入 れ る べ

き で は な い と 指 摘 し 、

補 助 金 額 の 大 幅 な 削

減 を 主 張 し て い る 。

｢特 区｣の 名 の も

と に 容 積 率 8
5
0

％

ま で 緩 和

補 助 金 を 約 4
5 億

円 も 交 付 、 で も

残 る の は｢交 通

広 場｣だ け ？
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民 間 企 業 の 私

有 財 産 形 成 に

税 金 投 入 は 認

め ら れ な い 。


